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日本経団連と連合のトップ会談

が行われ、今年も春闘交渉が本格化

してきました。4 月に「昇給」を実

施する会社にとっては、そろそろ準

備に取り掛かる時期ではないでし

ょうか。 

 

 労働基準法は就業規則に必ず規

定しなければならない項目の一つ

として「昇給」を挙げています。し

かし、それは必ず昇給しなければな

らないという意味ではなく、どのよ

うな基準で昇給を実施するかとい

うルールの明確化を求めているの

です。従って、業績悪化等により昇

給しないことがある場合や昇給月

を変更することがある場合、または

勤続期間や勤務成績により昇給対

象者を限定することがある場合等、

自社の考え方を漏れなく規定化し

ておくことが望まれます。 

 

昇給額の決定要素は会社業績、個

人の能力・成果・職務・生計費等様々

ですが、会社の方針に沿ってチョイ

ス（またはいくつかの要素を配分） 

 

 

 

 

 

して、自社に適した決定基準を作り

ます。昇給額の決定基準を明確にす

ることは、期待する社員像の提示で

もあり、人事考課や教育訓練とも相

まって社員のキャリアアップを促

す人事労務管理の根幹をなすもの

といえます。 

 

どの程度の昇給を実施するかは、

昇給基準を重んじ、世間相場は参考

程度にとどめるのがよろしいので

はないでしょうか。この時期に「昇

給」に関する規定や基準を今一度確

認してみてはいかがでしょうか。 
 

 

 

 

 
 

 お問合せ：ナセル株式会社 東京都品川区南品川 4-2-32 品川税経会館 2Ｆ 

TEL：03-3471-0830 FAX：03-3471-0850 E-mail：info-news@nasel.co.jp 

本誌本誌本誌本誌はははは参考的参考的参考的参考的なななな視点視点視点視点でででで提供提供提供提供するものでするものでするものでするもので法的及法的及法的及法的及びびびび経済的判断経済的判断経済的判断経済的判断のののの責任責任責任責任はははは一切負一切負一切負一切負いませんいませんいませんいません。。。。    

経営情報通信    チャンスチャンスチャンスチャンス！！！！        第 81 号 

                                                                                    

監修監修監修監修：：：：税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人    ゴーイングゴーイングゴーイングゴーイング    
    

 
発行元発行元発行元発行元：：：：    

 

平成 23年 

連合調査によると

昨年の中小企業にお

ける昇給は、一昨年

を若干上回る 3,631

円（1.47%）でした。 

 


